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町田市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

町田市病院事業管理者の給与等に関する条例（平成２０年１０月町田市条例第３７

号）の一部を次のように改正する。
 

第５条第１項中「退職、失職又は死亡（以下「退職」という。）した」を「退職し、

失職し、又は死亡した」に改め、同条第２項中「退職の日」を「退職し、失職し、又

は死亡した日（次項において「退職の日」という。）」に、「１００分の３００」を「１

００分の２８７」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条の規定は、平成３０年１月１日以後に退職した者

に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、

なお従前の例による。 

 



＿部分は改正部分 

町田市病院事業管理者の給与等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（退職手当） （退職手当） 

第５条 管理者が退職し、失職し、又は死亡し

たときは、退職手当を支給する。 

第５条 管理者が退職、失職又は死亡（以下「退

職」という。）したときは、退職手当を支給

する。 

２ 前項の退職手当の額は、在職１年につき、

退職し、失職し、又は死亡した日（次項にお

いて「退職の日」という。）における給料月

額に１００分の２８７を乗じて得た額とす

る。 

２ 前項の退職手当の額は、在職１年につき、

退職の日における給料月額に１００分の３０

０を乗じて得た額とする。 

３ 略 ３ 略 

 


